
塚田地域包括支援セン
ターは、地域で暮らす高
齢者のみなさんを、介護
や福祉、医療、認知症の
ことなど、さまざまな面
から総合的に支えるため
の相談窓口です。

令和4年4月１日発行

日々の疑問を解決！シリーズⅤ
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法定後見開始の審判の申立てに必要な費用は、
申立手数料(収入印紙)、登記手数料、郵便切手、
戸籍謄本、登記されていないことの証明書、診断
書等で、精神鑑定が不要な場合には１～2万円程
度、精神鑑定が必要な場合には、５～10万円程度
の鑑定費用が別途必要になります。

必要な書類や費用については、申立てをする家
庭裁判所に確認してください。なお、専門家(司
法書士、行政書士等)に手続きを委託する場合は
別途費用がかかります。

成年後見人への報酬は、後見人等が付与の申立
てをした場合に、家庭裁判所の審判により決定し
ます。

なお、所得の低い人については、市が実施して
いる成年後見制度利用支援事業や法テラス(日本
司法支援センター)が行う民事法律扶助に対する
援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けること
ができる場合もあります。

B美さん(50)

法定後見制度を利用する場合、
申立ての費用や成年後見人等への
報酬はどのくらいかかるの？

塚田地域包括支援センターに

お任せください！！

最近足腰が弱くなり、
今後の生活が不安です。

最近物忘れがひどく、
お金の管理に自信が
なくなってきました。

親の介護が大変で、
つい感情的になって
しまいます。

来所相談・訪問相談も
受け付けています！

高齢者の相談は

専門知識を持ったスタッ
フが連携し必要な機関と
協力・調整して、問題解
決のお手伝いをします。

塚田地域包括支援センター スタッフ

左上（水田・金沢・池田）中段（山口・大谷）
下段（橋元・大濱）



地域ケア会議の定例報告

電話による詐欺や迷惑な勧誘電話の入り口となる
自宅の固定電話に対策をしましょう。
１．留守番電話に設定し、不審な電話に出ないよう
にしましょう。
2.番号通知サービスは相手の電話番号が表示さ
れます。「非通知」は要注意です。
3．警告・通話録音機能では自動的に相手に通話内
容を録音するとメッセージを流し、警告します。
＊なお、ご自宅の電話機の機能により、
設定できない場合もあります。

電話de詐欺相談専用ダイヤル
０１２０-４９４-５０６

（土日祝日・年末年始を除く
8時30分～17時15分）

上記時間外は船橋警察署047－435-0110に相談しましょう。

各構成員からアンケート形式で意見を頂きました。

１.個別ケア会議報告
個別ケア会議を１件開催しました。介護サービスと地域住民
が協力することで、高齢者の見守り体制ができました。

２.令和4年度の地域ケア会議主体の講演会について
昨年度延期しました認知症についての講演会「なんで認知症
になっしゃうの？」（講師：板倉病院赤川先生）を開催いた
します。

３.令和4年度地域ケア会議の議題について
「地域ケア会議構成団体」と「塚田の会」の交流会を開催し、
顔の見える関係つくりを図ります。

4.行田団地医療福祉課拠点事業について
令和4年5月14日に防災まつりを開催します。
令和４年度より行田団地自治会が新構成員
として参加することになりました。

令和3年度 第4回定例会 （令和4年3月2日書面会議）

〒273-0042 船橋市前貝塚町565-11
塚田プラザ304

☎047-404-7221
受付 月曜日～金曜日 午前９～午後5時
ホームページ www.tsukada-houkatsu.itakura.or.jp

塚田地域包括支援センター

相談専用ルーム
あります

地域ケア会議構成員：事務局（塚田地域包括支援センター）
塚田地区社会福祉協議会/塚田地区自治会連合会/塚田地区民生児童
委員協議会/中央保健センター/生活支援コーディネーター/あおいデンタ
ルクリニック/船橋総合病院/東武塚田クリニック在宅ケアセンター/船橋
あさひ苑/つかだケアセンター爽やかな風/コスモス成年後見サポートセ
ンター千葉県支部（順不同）

行田・行田第二団地

地域ケア会議の定例報告

始めましょう！ 詐欺対策

令和４年5月14日（土曜日） １０：００～１３：００
行田団地自治会集会所及び広場において、防災
まつりを開催します。消火訓練や防災についての
話、体組成計を使用した身体チェック、コーヒーの
提供（無料）、軽食販売などを予定しています。
【主催：行田団地ケア推進会議・UR都市機構・URコミュニティ】
【協力：行田団地自治会・塚田地域包括支援センター・千葉県社
会福祉援護会・日本総合住生活】


